
１．研究の背景

　過疎化，高齢化などマイナスイメージが先行しが
ちな日本の農業･農村ですが，日本には，伝統的な
農業･農法，農村文化，生物多様性，農村景観等が
一体となった農文化システムが継承されている地域
が少なくありません。そして，その一部は，国連食
糧農業機関（FAO）が主導する世界農業遺産（GI-
AHS：Globally Important Agricultural Heritage 
Systems,ジアス）にも認定されています。日本は
「農業大国」ではありませんが，「農文化大国」であ
るといえます。
　これらの農文化システムは，長い年月の中でさま
ざまな環境の変化に耐えながら，祖先から受け継が
れてきたものであり，そこには高い「レジリエン
ス」（変化に対応する能力）が内在されています。
日本の農業・農村が活力を取り戻し，「サステイナ
ビリティ」（持続可能性）を向上させるためには，
このレジリエンスを含む農文化システムを適切に評
価し，その保全と持続的な活用を図っていくことが
政策的にも大変重要です。このため，国連大学と東
京大学では，農文化システムを総合的に評価するた
めの手法の研究に取り組んできました。

２．FAOの世界農業遺産，中国･韓国の国
家農業遺産

　FAOは，2002年から，次世代に受け継がれるべ
き世界的に重要な伝統的農業・農法，生物多様性，
伝統知識，農村文化，農村景観などを農業のシステ
ムとして認定し，その保全と持続的な活用を図る世
界農業遺産という仕組みを開始しました。アジアを
中心に途上国での認定が先行していましたが，2011
年に新潟県の佐渡地域と石川県の能登地域が先進国
で初めて認定され，2013年には静岡県の掛川地域，

熊本県の阿蘇地域，大分県の国東地域が認定されま
した。
　私たちは，まず，FAOによる世界農業遺産の認
定基準の分析を行い，日本をはじめ先進国において
重要と考えられる評価視点が十分でないことがわ
かりました。次に，国際的な先行事例として，中
国，韓国における国家レベルの農業遺産制度につい
て分析しました。2012年，中国は「中国重要農業文
化遺産」を，韓国は「韓国農漁業遺産」を開始して
います。両国とも，これらの国家レベルの農業遺産
に認定されたところから，FAOの世界農業遺産に
申請する仕組みをとっており，FAOの基準に，自
国の独自の基準を加えた評価基準を採用し，国の事
情を反映しているところが特徴です。例えば，中
国独自の基準としては，100年以上の歴史があるこ
と，50％以上の住民の支持があることなどがあり，
また，組織的・制度的な保全管理による保障性が重
視されています。また，韓国では，農業システムだ
けでなく有形物も対象としており，農業遺産の所有
者というような概念も含んでいます。韓国独自の評
価基準には，多様な主体の参加を意味するパートー
ナーシップや，地域のブランド価値の向上，都市農
村交流活動等による地域の活性化も含まれていまし
た。FAOの世界農業遺産の国内候補を選定する上
で，国家レベルの農業遺産を認定し，その中から申
請する仕組みは，我が国にとって極めて参考になる
制度であることから，これを念頭におきつつ，後述
する日本独自の基準の検討を行いました。
　併せて，日本の世界農業遺産認定地域や候補とな
るような地域を中心に現地調査を含むケーススタ
ディを行いました。さらに「レジリエンス」につ
いて，その基本的な概念を踏まえつつ，（１） 自然
災害，生態系の変化などの自然環境の撹乱に対す
る「生態的レジリエンス」，（２） 農村地域の過疎化，
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高齢化やコミュニティ機能の低下など社会的な変化
に対応する「多様な主体の参加」，（３） 農産品市場
価格の変動や金利・為替レートの変動などの経済的
な変動に対応する「トータルな６次産業化の推進」
というレジリエンス評価の枠組みを整理しました。

３．農文化システムの総合的な評価手法の
開発と農林水産省の政策における活用

　これらを踏まえ，日本の実情に合った『世界農業
遺産の認定基準と評価の視点』（以下，認定基準と
評価の視点）を取りまとめました。その中で，FAO
の５つの評価基準（①食料及び生計の保障，②生物
多様性及び生態系の機能，③知識システム及び適応
技術，④文化・価値観及び社会組織，⑤優れた景観
及び土地・水資源管理の特徴など）についてブレー
クダウンした「評価の視点」を設定するとともに，
日本の実情に合わせた参考基準として，前述の（１）
「生態的レジリエンス」，（２） 「多様な主体の参加」，
（３）「トータルな６次産業化の推進」を提示し，こ
れに関する評価の視点も提案しました。また，各地
域における実際の世界農業遺産の申請作業に対する
技術的な助言を行いつつ，その際に得られた知見を
整理し，実践的な申請マニュアルとして『世界農業
遺産（GIAHS）の解説‐認定申請の手引き‐』（以下，
認定申請の手引き）も取りまとめました。
　2014年３月，世界農業遺産の認定手続きの円滑な
推進などを目的に農林水産省が設置した「世界農業
遺産（GIAHS）専門家会議」（以下，専門家会議）
において，日本からの世界農業遺産の申請候補を評
価する際に，私たちの研究成果である認定基準と評
価の視点や認定申請の手引きが用いられました。そ
の結果，2014年10月，専門家会議において，岐阜
県長良川上中流域の「里川における人と鮎のつな

がり」，和歌山県みなべ・田辺地域の「みなべ・田
辺の梅システム」，宮崎県高千穂郷・椎葉山地域の
「高千穂郷・椎葉山の森林保全管理が生み出す持続
的な農林業と伝統文化」の３地域が，農林水産省が
FAOへの認定申請を承認する地域として決定した
ところです（図参照）。
　私たちが取りまとめた評価手法は，日本の農文化
システムのトップレベルに該当する世界農業遺産の
みならず，その裾野に広がる多様な日本の農文化シ
ステム全体の評価に活用できると考えています。
　これらの評価手法を活用して，自らの農文化シス
テムを見つめ直すことにより，日本の各地域の方々
が，地域に生きる自信と誇りを取り戻すことを期待
しています。

４．おわりに

　この研究を通じて，中国，韓国の農業遺産研究者
との研究協力関係が生まれ，農業遺産の共同研究，
人材育成，情報発信を目的とした「東アジア農業遺
産学会」が設立されました。2015年３月には，３年
間の研究成果の報告会を兼ね，農文化システム研究
に取り組む他の研究チームを含む日本･中国･韓国の
専門家による「農文化システムに関する国際シンポ
ジウム」を開催しました。今後とも，世界農業遺産
をはじめとする日本の農文化システムに関し，学術
的な面から国際社会と日本の地域をつなぐコーディ
ネーターの役割を担っていきたいと考えています。
　今回の農文化システムに関する一連の政策研究の
成果をベースに，農文化システムの保全とその持続
的な活用が，これからの日本の農林水産政策の中に
適切に位置づけられることを願いつつ，今後ともこ
の分野の研究に貢献していく所存です。

図　日本における世界農業遺産（GIAHS）と新たな候補地

◆ 2011年に世界農業遺産に認定
◆ 2013年に世界農業遺産に認定
◆

「能登の里山里海」
(石川県能登)

「トキと共生する
佐渡の里山」
(新潟県佐渡)

「静岡の茶草場農法」
(静岡県掛川)

「阿蘇の草原の維持と
持続的農業」
（熊本県阿蘇)

「クヌギ林とため池が
つなぐ国東半島・
宇佐の農林水産循環」
（大分県国東)

「里川における人と
鮎のつながり」

(岐阜県長良川上中流域)

「みなべ・田辺の梅システム」
(和歌山県みなべ・田辺)

「高千穂郷・椎葉山の
森林保全管理が生み出す

持続的な農林業と伝統文化」
(宮崎県高千穂郷・椎葉山)

2014年に日本の世界農業遺産
候補地に決定

－11－ No.64  2015.3





アクセシビリティレポート





		ファイル名 : 

		150327_pr64_06.pdf









		レポートの作成者 : 

		



		組織 : 

		







[環境設定／ユーザー情報ダイアログで個人と組織の情報を入力します。]



概要



文書のアクセシビリティの完全性を損なう可能性がある問題点が検出されました。
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